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在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
に
お
け
る
セ
ク
ハ
ラ
行
為
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
五
月
二
十
五
日
の
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
す
る

ロ
シ
ア
人
女
性
職
員
二
人
（
以
下
、
「
女
性
職
員
」
と
い
う
。
）
が
、
「
大
使
館
」
の
警
備
部
門
の
責
任
者
で
あ
る
男
性
職
員

（
以
下
、
「
男
性
職
員
」
と
い
う
。
）
か
ら
セ
ク
ハ
ラ
を
受
け
た
と
し
て
、
「
大
使
館
」
に
辞
表
を
提
出
し
、
セ
ク
ハ
ラ
被
害

を
訴
え
る
文
書
を
モ
ス
ク
ワ
の
日
本
メ
デ
ィ
ア
に
送
付
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
女
性
職
員
」
よ
り
「
男
性
職
員
」
に
よ
る
セ
ク
ハ
ラ
被
害
の
訴
え
が
最
初
に
「
大
使
館
」
に
な
さ
れ
た
の
は
い
つ
か
。

二

新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
「
女
性
職
員
」
は
「
男
性
職
員
」
に
よ
る
セ
ク
ハ
ラ
被
害
を
「
大
使
館
」
幹
部
や
外
務
本
省
に
も

訴
え
た
が
、
セ
ク
ハ
ラ
は
続
き
、
更
に
は
他
に
も
セ
ク
ハ
ラ
被
害
を
受
け
て
い
る
女
性
職
員
が
い
る
旨
話
し
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
る
が
、
右
は
事
実
か
。

三

「
男
性
職
員
」
と
は
誰
か
。

四

「
女
性
職
員
」
に
よ
る
セ
ク
ハ
ラ
被
害
の
訴
え
に
対
し
て
、
現
在
「
大
使
館
」
並
び
に
外
務
本
省
に
お
い
て
、
ど
の
様
な

体
制
の
下
、
ど
の
様
な
対
応
が
と
ら
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

「
男
性
職
員
」
の
様
な
警
備
担
当
の
職
員
は
、
普
段
「
大
使
館
」
に
お
い
て
ど
の
様
な
業
務
を
行
っ
て
い
る
か
。

一



六

「
大
使
館
」
に
お
け
る
秘
密
保
全
体
制
に
対
し
て
、
「
男
性
職
員
」
の
様
な
警
備
担
当
の
職
員
は
ど
の
様
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
か
。

七

「
男
性
職
員
」
の
様
な
警
備
担
当
の
職
員
が
、
現
地
の
女
性
と
昵
懇
に
な
る
こ
と
を
外
務
省
と
し
て
奨
励
し
て
い
る
か
。

八

ハ
ニ
ー
ト
ラ
ッ
プ
の
定
義
如
何
。

九

過
去
に
「
大
使
館
」
に
お
い
て
、
ハ
ニ
ー
ト
ラ
ッ
プ
に
よ
り
秘
密
が
漏
洩
し
た
事
件
は
あ
る
か
。
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ

は
何
件
あ
っ
た
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

「
男
性
職
員
」
に
よ
る
セ
ク
ハ
ラ
に
つ
い
て
「
女
性
職
員
」
か
ら
相
談
、
報
告
を
受
け
た
「
大
使
館
」
並
び
に
外
務
本
省

の
幹
部
と
は
誰
か
。
そ
の
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
一

「
大
使
館
」
の
上
月
豊
久
公
使
は
、
今
次
の
セ
ク
ハ
ラ
事
件
を
い
つ
知
っ
た
か
。

右
質
問
す
る
。

二


